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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年５月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２１年２月１９日 １３時００分ごろ 

発生場所 佐賀県呼子
よぶこ

港 呼子港名護屋Ｂ防波堤灯台から真方位１７８°１,４７

０ｍ付近 

（概位 北緯３３°３１.５０′ 東経１２９°５２.７２′） 

事故調査の経過 

 

 平成２１年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

L×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 押船 第一カンキョウ、１９トン 

２９３－２９１２２佐賀、有限会社環境技建 

１３.００ｍ×５.２０ｍ×２.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関２基、合計８６８kＷ、昭和５９年３月 

Ｂ 台船 第一カンキョウ、約１４６トン 

なし、有限会社環境技建 

２３.０ｍ×９.０ｍ×２.０ｍ、鋼 

なし、昭和６０年（建造） 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５１歳 

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成１９年８月１５日 

免許証交付日 平成１９年８月１７日 

（平成２４年８月１６日まで有効） 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 全損 

事故の経過  Ａ船は、可燃物収集車２台を搭載したＢ船の船尾凹部に船首を挿入し

て押船列を構成し、佐賀県唐津市の委託を受けて市内諸島のゴミの収集

にあたっていた。 

Ａ船は、平成２１年２月１７日０７時００分ごろ、唐津港西港を出港

し、高島と神集
かしわ

島に寄港してゴミ収集を行い、１２時４０分ごろ呼子港

名護屋の基地に帰港した。Ａ船の船尾が下がっているとの船舶所有者の

指摘を受けて、船長Ａが船体を点検したが異常は認められなかった。 

 翌１８日、船長Ａは、Ａ船とＢ船を切り離して、Ａ船を点検したとこ

ろ、船尾が約２０㎝下がっていたので、翌１９日に長崎県平戸市の造船

所で修理することになった。 

Ａ船は、造船所に入るまでの間にゴミ収集を行うため、１９日０７時

００分ごろ、船長１人が乗り組み、Ｂ船と押船列を構成して基地を出港
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し、馬
ま

渡
だら

島で収集を終え、０９時２０分馬渡島を出港し、松島に向けて

３～４ノットの速力で、船首方から高さ１.５～２ｍの波を受けながら東

進した。 

 船長は、船尾上甲板に溜まる海水の量がいつもより多いことに気付い

て点検したところ、使用していない機関室船尾側の№１燃料タンク（以

下「本件タンク」という。）に浸水しているのを認め、松島への航行を断

念して基地に帰航することとし、可燃物収集車の運転手２人が排水ポン

プ２台で排水作業を行ったが、本件タンクの浸水量や船尾上甲板の溜水

量が増加した。 

 Ａ船は、１１時４０分ごろ、基地に到着して押船列を構成したまま右

舷着けして排水作業を続けたが、機関室付近の甲板まで海水に浸かるよ

うになり、機関室にも海水が流入し、１３時００分ごろ、手配した重機

などが到着する前に船首部を残して沈没した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 １.５～２ｍ 

その他の事項  Ａ船の船尾舵機室の下方は、縦約１.９６ｍ、横約４.９０ｍ、深さ約

０.６３ｍ（容量約６.０㎥）の閉鎖された区画（以下「本件区画」とい

う。）となっており、本件区画と機関室の間は、縦約２.４５ｍ、横約４.

９０ｍ、船尾側深さ約０.６３ｍ、船首側深さ約１.１９ｍ（容量約１０.

９㎥）の本件タンクとなっていた。 

 船長Ａは、着岸後の排水作業中、本件区画と本件タンク間の隔壁上部

に長さ約３～５㎝の隙間が５箇所あり、本件区画から本件タンクに海水

が流入しているのを認めた。 

 船長Ａは、着岸後の排水作業中、機関室付近の上甲板まで海水が滞留

し、機関室にも浸水しているのを認めた。 

 Ａ船は、押船列を構成して航行しているときには船尾が下がるので、

排水口から入った海水が、いつも船尾上甲板に溜まっていた。 

 Ａ船は、引き揚げ後、甲板上に数箇所の破口が認められたが、船長Ａ

は、事故発生前に甲板上の破口を認めなかった。 

 引き揚げ後、Ａ船の船底及び舷側の外板に破口は認められなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

 Ａ船は、本件区画、本件タンク及び機関室に

浸水したため、浮力を喪失して沈没したものと

考えられる。 

 Ａ船は、次のことにより、本件区画、本件タ

ンク及び機関室に浸水した可能性があると考

えられる。 

 (1) 本事故時の出港前には、既に本件区画に

浸水し、航行中、本件区画内の海水が本件

タンクに流入した。 

 (2) 航行中、甲板上に滞留した海水が、甲板

の劣化箇所から本件区画及び本件タンク
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に流入した。 

(3) 着岸後、船尾が沈下し、機関室付近の上

甲板上に滞留した海水が、甲板の劣化箇所

から機関室に流入した。 

 Ａ船は、引き揚げ後、甲板上に数箇所の破口

が認められたが、引き揚げ時に破口が開いた可

能性があると考えられることから、甲板の劣化

箇所は特定できず、浸水箇所は明らかにするこ

とができなかった。 

原因  本事故は、Ａ船が、押船列を構成して馬渡島から松島に向けて東進中、

本件区画及び本件タンクに浸水し、さらに基地に着岸後に機関室にも浸

水したため、浮力を喪失して沈没したことにより発生したものと考えら

れる。 

 




